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〔正誤表〕



〇
お
詫
び
と
訂
正

こ
の
度
は
、「
平
成
二
八
年
版

交
通
小
六
法
」
を
、
お
買
い

求
め
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
書
刊
行
後
に
、「
交
通
安
全
対
策
基
本
法
」に
つ
き
ま
し
て
、

誤
り
が
見
つ
か
り
ま
し
た
の
で
、
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
一
〇
二
七
頁
下
段
四
行
目

第
二
二
条
を
次
の
と
お

り
に
差
し
替
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
交
通
安
全
基
本
計
画
の
作
成
及
び
公
表
等
）

第
二
十
二
条

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
は
、
交
通
安
全
基
本
計

画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

交
通
安
全
基
本
計
画
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

注

第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
は
、
平
成
二
七
年
法

律
第
六
六
号
に
よ
り
改
正
、
平
成
二
八
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
。

２

交
通
安
全
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

交
通
の
安
全
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
長
期
的
な
施
策
の
大

綱
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
交
通
の
安
全
に
関
す
る
施

策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
通

安
全
基
本
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
こ
れ
を

内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
、
並
び
に
指
定
行
政
機
関
の
長
（
指

定
行
政
機
関
が
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
行
政

機
関
。
以
下
同
じ
。）
及
び
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
は
、
交
通
安
全
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

注

第
三
項
か
ら
第
五
項
は
、
平
成
二
七
年
法
律
第
六
六

号
に
よ
り
追
加
・
改
正
、
平
成
二
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
。

３

国
家
公
安
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
中
央
交
通

安
全
対
策
会
議
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
通
安
全
基
本

計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
部
分

の
交
通
安
全
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
中
央
交
通
安
全

対
策
会
議
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

交
通
安
全
基
本
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

こ
れ
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
、
並
び
に
指
定
行
政
機

関
の
長
（
指
定
行
政
機
関
が
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
指
定
行
政
機
関
。
以
下
同
じ
。）
及
び
都
道
府
県

知
事
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
交
通
安
全
基
本
計
画
の
変
更
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
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